
                  

盛岡市監査委員告示第 12号  

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第１項及び第４項の規定に基づき行った

定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。 

 

 令和２年２月 27日 

 

                    盛岡市監査委員  村 田 芳 三   

                       同     菅 原 和 彦 

                       同     小山田 正 美 

                       同     八木橋 美 紀 

 

第１ 監査の対象 

 １ 飯岡児童センター建設（建築主体）工事 

(1) 所  管 子ども未来部子ども青少年課 

(2) 契約金額 113,960,000円（消費税等含む。） 

(3) 工  期 令和元年７月 12日から令和２年３月６日まで 

(4) 請負業者 大伸工業株式会社 

(5) 工事場所 盛岡市下飯岡 11地割 321番 

(6) 工事概要  

・施工対象物 

延床面積 440.48㎡（児童センター 424.81㎡ 物置 15.67㎡） 

規模・構造 木造平屋建て 

(7) 進捗率 35％（令和元年 11月８日現在） 

 

２ 道明地区新産業等用地（第一事業区）基盤整備工事 

(1) 所  管 商工観光部新産業拠点形成推進事務局 

(2) 契約金額 568,260,000円（消費税等含む。） 

(3) 工  期 令和元年６月 29日から令和３年２月 26日まで 

(4) 請負業者 高光建設・盛岡舗道特定共同企業体 

(5) 工事場所 盛岡市向中野字幅外地内 

(6) 工事概要  

    ・道路施工延長 L=944.9ｍ 

      排水構造物工（側溝類）L=2,060ｍ，排水構造物工（集水桝）N=21 箇所， 

舗装工 A=8,897 ㎡，縁石工 L=2,263ｍ，管渠工（農業用水管） 

L=736ｍ，管渠工（農業用水集水桝）N=16 箇所，造成工 A=37,020 ㎡ 

・雨水函渠工 線延長 L=511.2ｍ（管延長 L=501.4ｍ） 



                  

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（800×800）L=208.7ｍ，（700×700）L=212.3ｍ， 

（600×600）L= 80.4ｍ，特殊ﾏﾝﾎｰﾙ N=8 箇所 

・汚水管布設工 線延長 L=680.5ｍ（管延長 L=667ｍ） 

      下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（PRPφ200）L=680.5ｍ， 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ N=15 箇所，取付管及びます工 N=13 箇所 

・水道施設工 

      配水管（DIP GX φ100）L= 62.2ｍ，（DIP GX φ150）L=  5.7ｍ， 

（DIP GX φ200）L=724.2ｍ， 

地上式消火栓 N=3 基，地下式消火栓 N=1 基 

  (7) 進捗率 4.1％（令和元年10月31日現在） 

 

第２ 監査の実施期間 

  令和元年 11月 20日及び令和元年 11月 21日 

 

第３ 監査の方針 

  施工中の工事の設計，監理及び施工等が適正に行われているかについて監査を実施し

た。 

 

第４ 監査の方法 

  工事監査は，その技術面の視点から監査を実施するものであり，高度の専門知識を必

要とするため，公益社団法人大阪技術振興協会に技術士の派遣を依頼し，その協力の下，

関係職員からの説明を受け，設計図書及び現場の施工状況の具体的事項について監査を

行った。 

 

第５ 監査の結果 

各工事とも，全体として技術的な支障は見られず，おおむね良好な施工状況と認めら

れた。 

 


